


監査意見 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる地方独立行政法人

の会計の基準に準拠して、東京都公立大学法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況及

び行政サービス実施コストの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

＜利益の処分に関する書類（案）、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び決算報告書に対す

る報告＞ 

当監査法人は、法第 35 条第 1項の規定に基づき、東京都公立大学法人の令和 2 年 4月 1 日から令和

3 年 3 月 31 日までの第 16 期事業年度の利益の処分に関する書類（案）、事業報告書（会計に関する

部分に限る。）及び決算報告書について監査を行った。なお、事業報告書について監査の対象とした

会計に関する部分は、事業報告書に記載されている事項のうち会計帳簿の記録に基づく記載部分であ

る。ただし、当監査法人は、第15期事業年度に会計監査人に選任されたので、事業報告書に記載され

ている事項のうち第14期事業年度以前の会計に関する部分は、前任会計監査人の監査を受けた財務諸

表に基づき記載されている。 

 

利益の処分に関する書類（案）、事業報告書及び決算報告書に対する理事長の責任 

理事長の責任は、法令に適合した利益の処分に関する書類（案）を作成すること、財政状態及び運

営状況を正しく示す事業報告書を作成すること並びに予算の区分に従って決算の状況を正しく示す決

算報告書を作成することにある。 

 

会計監査人の責任 

当監査法人の責任は、利益の処分に関する書類（案）が法令に適合して作成されているか、事業報

告書（会計に関する部分に限る。）が、東京都公立大学法人の財政状態及び運営状況を正しく示して

いるか並びに決算報告書が予算の区分に従って決算の状況を正しく示しているかについて、独立の立

場から報告することにある。 

 

利益の処分に関する書類（案）、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び決算報告書に対する

報告 

当監査法人の報告は次のとおりである。 

(1) 利益の処分に関する書類（案）は、法令に適合しているものと認める。 

(2) 事業報告書（第 15 期事業年度以降の各事業年度の会計に関する部分に限る。）は、東京都公

立大学法人の財政状態及び運営状況を正しく示しているものと認める。 

(3) 決算報告書は、理事長による予算の区分に従って決算の状況を正しく示しているものと認め

る。 

 

利害関係 

公立大学法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。 

以 上 




